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資料４ 嘉手納町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱 

 

（設置） 

第 1条 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）の基本理念に基づき、 

次世代育成支援対策の推進に関する取り組みについて協議し、次世代育成に寄与するため、 

嘉手納町次世代育成支援対策地域協議会（以下｢協議会｣という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議をする。 

（１） 嘉手納町次世代育成支援行動計画（以下「行動計画」という。）の策定及び審議に 

関すること。 

（２） 行動計画の推進と事業評価に関すること。 

（３） 前号に定めるもののほか、次世代育成支援対策の推進に関し、町長が特に必要と認める

事項。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 

（１）  学識経験者 

（２）  子育て支援に関する地域活動団体の代表者 

（３）  福祉保健関係者 

（４）  町民代表者 

（５）  行政関係者 

（６）  その他町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における 

後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員のうちから互選により定める。 

３ 会長は、協議会を統括し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長の欠けたときは、その職務を代

理する。 

(会議) 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聞くことが

できる。 
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（作業部会） 

第７条 協議会に必要に応じて作業部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会は、行動計画の策定に係る実務的な企画立案をし、必要な事項を検討する。 

３ 部会の委員は、町職員をもって充てる。 

４ 部会において会長が必要と認めるときは、委員以外の者も構成員に加えることができる。 

５ 作業部会における検討の経過及び結果について事務局が協議会に報告するものとする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において行う。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会において定め

る。 

附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

 この要綱の施行後、最初に行われる会議は、第６条の規定にかかわらず、町長が召集する。 

 


	かでな健やか家族アクションプラン_Part111
	かでな健やか家族アクションプラン_Part112

